
（平成２３年７月２７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 10 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 8 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 28 件

国民年金関係 9 件

厚生年金関係 19 件

年金記録確認宮城地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



宮城国民年金 事案 1475 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 61 年４月から 62 年３月までの期間及

び 63 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

    住    所 ：   

               

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年２月から 62 年３月まで 

             ② 昭和 63 年３月 

私は、昭和 57 年２月に結婚し、国民年金の加入手続及び国民年金保

険料の納付については、元夫が行っていた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち、昭和 61 年度の国民年金保険料について、保険料を

納付していたとする申立人の元夫及びその母親の当該期間の保険料は納付

済みである上、元夫及びその母親の納付年月日が全て同一となっているこ

とから、申立人の当該期間の納付書が発行されたにもかかわらず、申立人

の元夫が、同居していた申立人の保険料を納付しなかったとは考え難い。 

申立期間②は、１か月と短期間であり、申立人の国民年金保険料を納付

していたとする元夫は、申立期間②を除き、国民年金手帳記号番号が払い

出された時期を含む昭和 53 年度以降の国民年金保険料を全て納付してい

ることから、納付意識の高さがうかがわれる上、62 年度及び 63 年度の保

険料は、申立期間②を除き現年度納付されていること、及び申立期間②の

前後を通じて、生活状況に大きな変化が認められないことから、申立人の

元夫が申立期間②の保険料を未納のままにしておくとは考え難い。 

一方、申立期間①のうち、昭和 57 年２月から 61 年３月までの期間につ

いて、申立人は、結婚と同時に国民年金に加入し、保険料を納付していた

はずであると主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、61

年４月に払い出されていることが確認でき、払出時期からみて、当該期間



の一部は時効により保険料を納付できない期間となっており、それ以前に

申立人に対して、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

また、Ａ市及びＢ市の国民年金被保険者名簿（紙名簿）によれば、申立

期間①のうち、昭和 57 年２月から 61 年３月までの保険料が納付されたこ

とをうかがわせる形跡は見当たらない上、当該期間の保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 61 年４月から 62 年３月までの期間及び 63 年３月の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 



宮城国民年金 事案 1478 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年１月から同年３月まで 

昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保険料が未納となってい

る。国民年金の加入や保険料の納付は全て親任せであったが、結婚後に

国民年金手帳を渡されるまでは、親が家族の分の保険料をまとめて地区

の納付組織を通じて納付していたはずであり、申立期間の前後の納付状

況をみても、３か月分のみ未納となることは無かったと思われるので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付を行ったとする

申立人の父母は、共に昭和 35 年 10 月１日に国民年金被保険者資格を取得

し、国民年金保険料の納付が開始された 36 年４月以降、国民年金の加入

期間についていずれも未納は無く、その納付意識の高さがうかがわれる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿及びＡ市の国民年金被保険者名簿等

により、申立人が 20 歳到達により国民年金被保険者資格を取得した昭和

44 年＊月＊日から、60 歳到達により国民年金被保険者資格を喪失した平

成 21 年＊月までの国民年金被保険者期間について、申立期間を除き、国

民年金保険料の未納期間及び未加入期間は無い上、申立期間は３か月と短

期間である。 

さらに、申立人は、親から国民年金手帳を渡されたのは結婚した昭和

48 年５月以降であったとしているところ、申立人が保管するＢ県Ｃ市発

行の国民年金領収証書等記載の住所及び領収日、並びに国民年金手帳（昭

和 47 年４月１日発行）に記載された異動住所及び氏名変更年月日等によ



り、申立人は、結婚した 48 年５月以降に、国民年金関係の異動届を行っ

たものと推認でき、それまでは、転出元のＡ市の実家において国民年金手

帳を保管していたと考えられ、親が申立期間の保険料を納付していたとす

る申立人の主張に不自然さは無い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2493 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、平成７年５月から８

年８月までの期間は 50 万円、同年９月は 53 万円、同年 10 月から 12 年９

月までの期間は 50 万円、同年 10 月から 13 年７月までの期間は 53 万円、

同年８月から同年９月までの期間及び 14 年 10 月から 15 年３月までの期

間は 38 万円、同年４月から同年８月までの期間は 50 万円、17 年３月か

ら同年５月までの期間は 16 万円、同年６月から 18 年６月までの期間は

22 万円、同年７月は 26 万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年５月１日から 19 年９月１日まで 

私は、平成７年５月から 19 年８月まで、株式会社Ａに勤務した。21

年９月に「ねんきん定期便」が送付され、保管していた給与支払明細書

等と照合したところ、年金記録上の保険料納付額と給与支払明細書等に

記載のある保険料控除額が相違していたので、厚生年金保険の記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額に基づく保険料納付額と給与支払明

細書等に記載のある保険料控除額との相違について申し立てているが、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特

例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき

記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認

められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額

の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を

認定し、記録訂正の要否を判断することとなる。 



したがって、申立人に係る申立期間の標準報酬月額については、申立人

が所持する給料支払明細書等において確認できる報酬月額及び保険料控除

額から、平成７年５月から８年８月までの期間は 50 万円、同年９月は 53

万円、同年 10 月から 12 年９月までの期間は 50 万円、同年 10 月から 13

年７月までの期間は 53 万円、同年８月から同年９月までの期間及び 14 年

10 月から 15 年３月までの期間は 38 万円、同年４月から同年８月までの

期間は 50 万円、17 年３月から同年５月までの期間は 16 万円、同年６月

から 18 年６月までの期間は 22 万円、同年７月は 26 万円に訂正すること

が妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が実際の給与より低い報酬月額を届け出たとしていることから、事

業主は、給与明細書等において確認できる報酬月額及び保険料控除額に見

合う報酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社

会保険事務所は、当該報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っ

ておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間のうち、平成 13 年 10 月から 14 年７月までの期間、同

年９月、15 年９月から 16 年５月までの期間、同年９月から 17 年２月ま

での期間の標準報酬月額については、オンライン記録の標準報酬月額が、

上記の給与明細書において事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額に見合う標準報酬月額と一致しており、18 年８月から 19 年８

月までの期間の標準報酬月額については、オンライン記録の標準報酬月額

が給料明細書において事業主が支給した総支給額に見合う標準報酬月額と

一致していることから、特例法による記録訂正の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

また、平成 14 年８月、16 年６月から同年８月までの期間については、

オンライン記録の標準報酬月額が、上記の給与明細書において事業主が源

泉控除していたと認められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額を超

えていることから、特例法による記録訂正の対象に当たらないため、あっ

せんは行わない。 



宮城厚生年金 事案 2494 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成 10 年 10 月１日から 11 年 10 月１日までの期間に

ついて、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、24

万円であったことが認められることから、当該期間の標準報酬月額を 24

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 10 年７月１日から 13 年７月 31 日まで 

株式会社Ａに勤務していた際の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

が、給与明細書において控除されている保険料と比べて一部低くなって

いるので、年金記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立期間のうち、平成 10 年７月１日から 11

年 10 月１日までの期間の申立人の標準報酬月額については、18 万円とな

っている。 

しかしながら、株式会社Ａが保管する健康保険厚生年金保険被保険者標

準報酬決定通知書（平成 10 年８月 19 日付けのＢ社会保険事務所（当時）

による確認印あり）によると、申立人の平成 10 年 10 月１日から 11 年 10

月１日までの標準報酬月額は 24 万円と決定されているほか、同社が作成

している社会保険加入者台帳においても、申立人の当該期間の標準報酬月

額は 24 万円と記録されていることが確認できる上、申立人が所持する当

該期間の給与明細書の一部（平成 10 年 11 月分から 11 年８月分まで）に

よると、申立人の給与からは 24 万円の標準報酬月額に見合う厚生年金保

険料が控除されていることが確認できる。 

また、当時の厚生年金保険法においては、７月１日から８月１日までの

間に被保険者資格を取得した者は、取得した年の算定基礎届の提出は不要

であり、定時決定は行われないこととされているところ、申立人は、平成

10 年７月１日に当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得



しているため、本来であれば、申立人に係る定時決定は行われないことと

なるが、上記決定通知書によると、申立人の報酬月額については、同年７

月に支給された報酬月額（24 万 5,485 円）が記載されていることから、

当該事業所では申立人に係る算定基礎届に当該報酬額を記載し届け出たも

のと考えられる上、申立人以外にも定時決定が不要であるにもかかわらず、

申立人と同様に当該決定通知書に報酬月額及び決定後の標準報酬月額が記

載されている者が複数認められる。 

一方、社会保険事務所は、上記決定通知書の記載内容を十分確認し、申

立人及び申立人以外の定時決定が不要となる者について、算定基礎届の提

出が不要であることを事業所に対し連絡すべきであったと考えられるとこ

ろ、年金事務所では、「当時は算定基礎届の審査の際に、提出不要者が判

明した場合は事業所に伝えていたが、仮に提出不要者分も受理していれば、

記録の入力の際に提出不要であることが判明するため、事業所に報酬訂正

等について伝えていた。しかし、当該事業所の被保険者数は相当数おり、

審査の際に、提出不要者であることに気が付かなかったことも考えられる

ほか、仮に提出不要者分も受理し、入力の際に提出不要であることが判明

したとしても、その後の事業所に対する連絡が不十分だったのかもしれな

い。」旨回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人に係る記録管理において社会保険

事務所の事務的過誤があったものと考えられ、申立期間のうち、平成 10

年 10 月１日から 11 年 10 月１日までの期間について、事業主が社会保険

事務所に届け出た標準報酬月額は、24 万円であったことが認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額を 24 万円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間のうち、平成 10 年７月１日から同年 10 月１日までの期

間、12 年１月１日から同年３月１日までの期間及び同年 10 月１日から 13

年７月 31 日までの期間については、申立人が所持する給与明細書におい

て確認できる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

と一致するとともに、申立期間のうち、11 年 10 月１日から 12 年１月１

日までの期間及び同年３月１日から同年 10 月１日までの期間については、

申立人の当該期間に係る保険料控除額を確認できる関連資料及び周辺事情

が見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間のうち、平成 10 年７月１日から同年 10 月１日までの期間及び

11 年 10 月１日から 13 年７月 31 日までの期間について、申立人が主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2495 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記

録とされているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に

基づき、申立人の株式会社Ａにおける平成 20 年８月 12 日の標準賞与額に

係る記録を 17 万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 50 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 20 年８月 12 日 

私は、株式会社Ａに勤務しているが、平成 20 年８月に支給された賞

与から厚生年金保険料が控除されていたので、給付額に反映するように

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

株式会社Ａが保管する平成 20 年夏季賞与に係る資料により、申立人は、

同年８月 12 日において、17 万 4,000 円の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行に

ついては、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後に事業主が

当該賞与に係る届出を行っている上、事業主が当該賞与に係る厚生年金保

険料についても納付していないことを認めていることから、社会保険事務

所（当時）は、申立人に係る申立期間の標準賞与額に基づく保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2506 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月１日から 45 年７月 20 日まで 

Ａ株式会社を退職してから５年後に脱退手当金が支給された記録とな

っているとのことであるが、私は受け取った覚えは無い。 

また、退職後に結婚し、生活には困っていなかったので、脱退手当金

を受給するはずがない。 

    申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪

失日（昭和 45 年７月 20 日）から５年後の昭和 50 年７月 16 日に支給決定

されたこととなっており、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したと

は考え難い。 

また、申立人は、昭和 46 年３月＊日に婚姻・改姓し、その後の脱退手

当金の支給決定までに４年以上が経過しているところ、申立人の健康保険

厚生年金保険被保険者名簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のまま

であり、オンライン記録も旧姓で支給された記録となっていることから、

申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

さらに、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険

被保険者期間をその計算の基礎とすべきところ、申立期間より前の被保険

者期間についてはその計算の基礎とされておらず、未請求となっているが、

２回の被保険者期間のうち、最初の被保険者期間を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



宮城厚生年金 事案 2507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められ

ることから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31 年 12 月 15 日から 35 年４月 11 日まで 

             ② 昭和 35 年 10 月１日から 40 年７月１日まで 

Ａ株式会社（申立期間①）及びＢ株式会社（申立期間②）に勤務して

いた期間について脱退手当金が支給された記録となっているとのことで

あるが、私は受け取った覚えは無い。 

昭和 40 年６月末に婚姻のためＢ株式会社を退職し、Ｃ市からＤ市に

引っ越してすぐに就職したので、脱退手当金を請求するはずがない。 

申立期間について、厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、Ｂ株式会社に係る厚生年金保険被保険者資格

喪失日（昭和 40 年７月１日）から約１年後の昭和 41 年６月 17 日に支給

決定されたこととなっているとともに、同社において脱退手当金の受給要

件を満たし、かつ、同社において被保険者資格を喪失後３か月以内に厚生

年金保険被保険者資格を再取得していない女性従業員 26 人の脱退手当金

の支給記録を調査したところ、脱退手当金の支給記録が確認できたのは申

立人を含めて３人であることを踏まえると、事業主が申立人の委任を受け

て代理請求したとは考え難い。  

また、申立人は、昭和 40 年７月＊日に婚姻・改姓し、その後の脱退手

当金の支給決定までに約１年が経過しているところ、支給決定時期からみ

て、仮に脱退手当金を請求した場合、婚姻後の姓で請求されたものと考え

られるが、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険

被保険者台帳記号番号払出簿の氏名は変更処理がなされておらず旧姓のま



まであり、申立人が脱退手当金を請求したとは考え難い。 

さらに、申立人の主張どおり、申立人は、昭和 40 年７月１日にＢ株式

会社に係る厚生年金保険被保険者資格を喪失し、同日付けでＥ株式会社に

係る厚生年金保険被保険者資格を取得しているところ、脱退手当金を支給

する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期間をその計算の基

礎とすべきものとされている。しかし、支給決定日より前のＥ株式会社に

係る被保険者期間（昭和 40 年７月１日（取得）から同年 12 月 24 日（喪

失）まで）、及び株式会社Ｆに係る被保険者期間（昭和 41 年１月 25 日

（取得）から同年２月 21 日（喪失）まで）についてはその計算の基礎と

されておらず、未請求となっているが、申立人が脱退手当金の請求手続に

おいてこれら直近の期間を失念するとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



宮城厚生年金 事案 2513 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準賞与額の記録については、37 万 1,000 円

に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 19 年６月 30 日 

Ａ事業所に勤務していた平成 19 年６月 30 日の標準賞与額について、

ねんきん定期便に記載されていた金額は 32 万円となっていたが、保管

していた賞与支給明細書によれば、この金額は差引支給額であることか

ら、本来の総支給額 38 万 1,588 円に見合う標準賞与額に記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、申立人が保管するＡ事業所の賞与支給明細書によ

り、申立人が、当該期間においてオンライン記録により確認できる標準賞

与額（32 万円）を超える賞与額（38 万 1,588 円）の支払を受け、賞与額

に基づく標準賞与額（38 万 1,000 円）より低い標準賞与額（37 万 1,000

円）に見合う厚生年金保険料（２万 7,219 円）を事業主により賞与から控

除されていたことが認められる。 

一方、申立期間の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準賞与額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除

していたと認められる厚生年金保険料額又は申立人の賞与額のそれぞれに

見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準賞与額については、申立人の



保管する賞与支給明細書で確認できる厚生年金保険料控除額から、37 万

1,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、誤って 32 万円の標準賞与額に相当する賞

与額の届出を行ったことを認めており、社会保険事務所（当時）が保管す

る健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届においても賞与額が 32 万円

となっていることから、事業主が 32 万円を賞与額として社会保険事務所

に届け、その結果、社会保険事務所は、申立人の保管する賞与支給明細書

で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準賞与額に基づく保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ法人における資格喪失日に

係る記録を平成９年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 19 万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から同年５月１日まで 

私は、Ａ法人が設置した事業所に平成３年４月から現在まで勤務して

いるが、年金事務所の記録によると９年４月が厚生年金保険の未加入期

間となっている。 

申立期間は、勤務先の経営がＡ法人からＢ法人に移管した時期で、平

成９年４月の給与支給明細書においても厚生年金保険料が控除されてお

り、Ａ法人も事務手続に誤りがあったことを認めているので、申立期間

を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成９年４月の給与支給明細書及びＡ法人から提

出された年間個人別台帳から、申立人は、申立てに係る事業所に継続して

勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成９年４月の給与支給明

細書の厚生年金保険料控除額から 19 万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が資格喪失日について、平成９年５月１日として届け出るべきとこ

ろ、誤って同年４月１日として届け出たと認めていることから、事業主が

同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所（当時）は申立



人に係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城厚生年金 事案 2518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日

に係る記録を昭和 38 年３月 30 日に、資格喪失日に係る記録を 41 年２月

15 日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 38 年３月から 39 年２月まで

は２万 2,000 円、同年３月から 40 年９月までは２万 8,000 円、同年 10 月

から 41 年１月までは２万 4,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 38 年３月から 41 年２月まで 

私は、実家のＡ事業所へ二度勤務したが、昭和 38 年３月から 41 年２

月までの期間については、厚生年金保険の加入記録が確認できなかった

ので、当該事業所の厚生年金保険の記録を調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が同僚として氏名を挙げた者及び申立人の親族の証言から、申立

人が申立期間当時、Ａ事業所に勤務していたことが認められる。 

また、申立人が同僚として氏名を挙げた者については、ほぼ全ての者が

当該事業所で厚生年金保険の被保険者資格を取得している上、そのうち申

立人と業務内容や年齢が同じ同僚についても、当該事業所において申立期

間当時、厚生年金保険被保険者となっていることが確認できる。 

さらに、申立人及び複数の同僚が当該事業所の従業員数は 10 名程度で

あったとしているところ、申立期間に係る被保険者数は 11 名から 15 名で

推移していることから、当該事業所においては、ほぼ全ての従業員が厚生

年金保険に加入していたことがうかがわれる。 

加えて、申立人は、昭和 38 年３月から当該事業所に勤務した時には、

後に妻となる同僚が後から入社してきたとしているところ、申立人の妻は、



同年３月に入社した時には、申立人が勤務していた証言としている上、妻

の当該事業所における厚生年金保険被保険者の資格取得日は同年３月 30

日である。 

また、申立人は、当該事業所が昭和 41 年２月頃から経営不振になった

ため、同年２月中頃に新しい仕事を探しに行くことにしたと述べていると

ころ、申立人の妻も、「昭和 41 年２月頃から、会社が危ないということ

になり、その頃から従業員は散り散りバラバラになった。」としており、

当該事業所の厚生年金保険被保険者の記録によれば、同年２月 15 日に２

名、同年２月 25 日に３名の者が資格を喪失していることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ事業所に昭和 38 年３月 30

日から 41 年２月 15 日まで勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同年齢の同僚の記

録から、昭和 38 年３月から 39 年２月までは２万 2,000 円、同年３月から

40 年９月までは２万 8,000 円、同年 10 月から 41 年１月までは２万 4,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、

当該事業所は既に解散しており、当時の事業主の連絡先も不明であること

から、これを確認することはできないが、仮に事業主から申立人に係る被

保険者資格取得届が提出された場合には、その後、被保険者報酬月額算定

基礎届や被保険者資格喪失届を提出する機会があったこととなるが、いず

れの機会においても、社会保険事務所（当時）が当該届出を記録していな

いとは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事

務所へ資格の取得等に係る届出は行われていないと認められる。その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 38 年３月から 41 年１月までの期間

に係る保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は当該期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



宮城国民年金 事案 1469 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 61 年１月から同年４月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 61 年１月から同年４月まで 

私は、昭和 47 年９月からＡ事業所を経営しており、61 年５月 23 日

に同事業所において厚生年金保険の被保険者となるまでは国民年金に加

入し、元妻が夫婦二人分の国民年金保険料を全期間納付していた。 

申立期間の国民年金保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ市の国民年金被保険者名簿によると、申立人とその元妻に係る国民年

金保険料の納付年月日はほぼ一致していることから、二人の保険料は一緒

に納付されていた状況がうかがえるところ、元妻についても申立期間の保

険料は未納とされている。 

また、申立人から提出された昭和 61 年分の確定申告書（控）には、社

会保険料控除額（17 万 3,880 円）が記載されていることが確認できるが、

当該控除額の内訳の欄（社会保険の種類及び支払保険料）が空欄となって

いる上、オンライン記録により、申立人は、申立期間以降に厚生年金保険

の被保険者となっていることが確認できることから、同申告書には申立人

に係る厚生年金保険料と健康保険料（約 19 万円）及び申立期間の二人分

の国民年金保険料（５万 4,640 円）等が計上されることになるものと考え

られるが、その合計額は当該控除額と相違している。 

さらに、申立人は、申立期間のうち昭和 61 年１月から同年３月までの

国民年金保険料を納付したことを示す資料としてＡ事業所の総勘定元帳

（預り金）を提出しており、毎月厚生年金保険料等として記載してある金

額（１万 6,616 円）を夫婦二人分の１か月の国民年金保険料であるとして

いるが、当該元帳に記載されている厚生年金保険料等は当時の夫婦の国民



年金保険料（１万 3,480 円）と相違している。 

このほか、申立期間の国民年金保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



宮城国民年金 事案 1470 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 57 年４月 

私は、昭和 57 年４月にＡ事業所に就職（臨時採用）し、同年５月１

日から本採用となり、共済組合に加入した。 

その後、結婚のため平成５年８月にＡ事業所を退職し、夫の扶養とな

ったので、Ｂ市Ｃ区役所でその手続を行った際、申立期間の未納分の国

民年金保険料を納付するように言われ、納付した記憶があるので、申立

期間を保険料の納付済期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成５年９月の結婚後、Ｂ市Ｃ区役所で夫の扶養になる手続

を行った際に、申立期間の国民年金保険料を納付するよう言われ、納付し

たとしている。 

しかしながら、Ｂ市の記録によれば、申立期間の国民年金被保険者資格

の取得及び喪失の処理日はいずれも平成６年２月 25 日とされているとと

もに、オンライン記録においても、申立期間の国民年金被保険者資格の喪

失記録（昭和 57 年５月１日）が、６年３月 11 日に処理されていることが

確認できることから、この頃に国民年金の加入手続を行ったものと推認さ

れ、この時点において申立期間は時効により国民年金保険料を納付できな

い期間となる。 

また、申立人は、申立期間当時居住していたＤ市では国民年金の加入手

続を行ったことは無いとしている上、申立人に対し、別の国民年金手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の国民年金保



険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1471 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年４月から 56 年３月までの期間及び 58 年 12 月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年４月から 56 年３月まで 

             ② 昭和 58 年 12 月 

申立期間①について、私が 20 歳になった時は学生であったが、父親

が国民年金保険料の徴収に来ていた地区長に私の保険料を納付していた

ので、保険料納付済期間と認めてほしい。 

申立期間②についても、国民年金保険料を納付していたので、保険料

納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国

民年金手帳記号番号は昭和 57 年２月 27 日にＡ町（現在は、Ｂ市）で払い

出されていることが確認できるとともに、申立人の前後の手帳記号番号に

係る被保険者資格取得日から、申立人は、同年１月頃に加入手続を行って

いたものと推認できるが、申立人は、申立期間①当時、学生であったこと

から任意加入の期間となり、この時点では、申立期間①に遡及して加入す

ることはできない上、申立期間①に別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、父親が国民年金保険料を地区長に納付していたと主張

しているところ、保険料を収納していたとする当該地区長は既に亡くなっ

ているため、事情を聴取することができず、申立てを確認することができ

ない。 

さらに、Ａ町の国民年金被保険者名簿においても、申立期間①について

国民年金の加入記録が確認できない。 

申立期間②について、オンライン記録によれば、申立期間②の国民年金



被保険者資格の取得については、平成３年４月３日に資格記録の追加処理

が行われたことが確認でき、その時点で、申立期間②は時効により国民年

金保険料を納付できない期間である。 

また、申立人は、平成３年２月 16 日にＣ市（現在は、Ｄ市）において

国民年金被保険者資格を取得しているが、同市の国民年金被保険者名簿に

おいても申立期間②は未納の記録とされている。 

このほか、申立人が各申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに各申立期間の国民

年金保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が各申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



宮城国民年金 事案 1472 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 51 年３月から 53 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 51 年３月から 53 年３月まで 

申立期間当時、私は大学生であったが、母から国民年金保険料を納付

しておくと言われていた。かなり昔のことであるが、母の言葉はしっか

り記憶しているので、再度、年金記録を調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の国民年金被保険者の資格取得日は昭

和 62 年４月１日とされているとともに、申立人の国民年金手帳記号番号

は、当該記号番号の前後における国民年金被保険者の資格取得に係る処理

日から同年６月頃に払い出されていることが推認され、当該記号番号が払

い出された時点では、申立期間の国民年金保険料は時効により納付するこ

とができない上、それ以前に申立人に対して別の国民年金手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人は、申立人の母が申立人の国民年金の加入手続を行い申立

期間の国民年金保険料を納付していたと主張しているが、実家があったＡ

市（現在は、Ｂ市）及び下宿先があったＣ市において、申立人が国民年金

に加入していた記録は見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、

申立人の母も既に亡くなっていることから、国民年金の加入状況や保険料

の納付状況が不明である上、申立人の母が申立人の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1473 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年１月から 55 年５月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54 年１月から 55 年５月まで 

私は、昭和 54 年３月に大学を卒業したが、同年１月から有限会社Ａ

に出入りをしており、同年４月に社員になった。母は社会保険に加入し

なければ、国民年金に加入し保険料を納付することは分かっており、申

立期間の国民年金保険料を納付していたと思うので、同社が社会保険の

適用事業所となる前の月に当たる 55 年５月までの期間を保険料納付済

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

国民年金手帳記号番号払出簿によると、申立人の国民年金手帳記号番号

は昭和 57 年 12 月１日にＢ市で払い出され、申立人の手帳記号番号の前後

の 20 歳到達者及び任意加入被保険者が、同年８月から同年 10 月までの間

に被保険者資格を取得していることから、この頃に国民年金の加入手続が

行われたものと推認される。 

しかし、申立人は、申立期間のうち、昭和 54 年１月から同年３月まで

の期間について、当時学生のため任意加入の時期であり、国民年金の加入

手続を行ったとみられる時点では、上記期間に遡及して国民年金に加入す

ることができない。 

また、申立期間のうち、昭和 54 年４月から 55 年５月までの期間につい

て、国民年金の加入手続を行ったとみられる時点では、時効により国民年

金保険料を納付できない期間となる上、申立期間に別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間の国民年金保険料の納付に関与しておらず、

加入手続及び保険料の納付を行ったとする申立人の母は、既に亡くなって



いることから、申立期間当時の納付状況等は不明である。 

加えて、申立人の母が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに保険料を納付して

いたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



宮城国民年金 事案 1474（事案 864 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年９月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 26 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 54 年９月 

前回の申立てにおいて、納付していたと認められなかった昭和 46 年

７月から 54 年９月までの期間のうち、同年９月について、年金手帳に

「国民年金支払い開始Ｓ54.９月～」と覚書が記載されていることから、

間違いなく納付したはずなので、申立期間を保険料納付済期間として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

昭和 46 年７月から 54 年９月までに係る申立てについては、ⅰ）国民年

金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の国民年金手帳記号番号払出日は

57 年２月６日であることが確認でき、この時点では申立期間は時効によ

り納付できない期間である上、特例納付の実施期間でもなく、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

いこと、ⅱ）Ａ市の国民年金被保険者名簿によれば、申立人の同名簿は同

年１月 12 日に作成されているが、その時点において遡って納付できる 54

年 10 月から 56 年３月までの国民年金保険料については、同年 12 月から

58 年２月までの間に数回に分割して納付されていることが確認できるこ

となどから、既に当委員会の決定に基づく平成 21 年７月３日付けで年金

記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、所持する年金手帳に「国民年金支払い開始Ｓ54.９月

～」と妻が記載した覚書があるとして、再申立てを行っている。 

しかしながら、申立人は、当初の申立ての際にも、当該覚書の記載を知

っていたとしているところ、当該覚書の記載を知りつつ当初の申立期間を

昭和 46 年７月からとした理由について申立人に聴取したものの、合理的



な説明が得られない上、当該覚書の記載をもって申立期間の保険料を納付

したとする申立人の主張を裏付ける周辺事情も見当たらない。 

また、国民年金保険料は、納期限（申立期間の納期限は、昭和 54 年 10

月 31 日）から２年を経過したときは、時効により納付することができな

いとされているところ、申立人が加入手続を行ったと思われる時期は、国

民年金手帳記号番号払出簿における申立人に係る国民年金手帳記号番号の

前後の任意加入被保険者の資格取得日の記録から、昭和 56 年 11 月 30 日

から同年 12 月３日までの期間頃であることがうかがえ、この時点におい

て、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である。 

さらに、申立人の妻は、申立人の国民年金への加入手続をし、国民年金

保険料は数回に分けて納付したとしているところ、Ａ市の申立人に係る国

民年金被保険者名簿において確認できる国民年金保険料の納付年月日をみ

ると、申立期間直後の昭和 54 年 10 月から 55 年３月までの保険料は 56 年

12 月８日に、55 年４月から同年６月までの保険料は 57 年３月 13 日に、

55 年７月から同年 12 月までの保険料は 57 年６月 21 日に、56 年１月から

同年３月までの保険料は 58 年２月９日に、56 年４月から同年 12 月まで

の保険料は 57 年２月 24 日に、57 年１月から同年３月までの保険料は同

年３月 15 日に納付していることが確認できることから、申立人の妻が数

回に分けて納付したとする主張は、これら 30 か月分の保険料を６回に分

けて納付したことを指すものと考えられる。 

一方、申立人は、年金手帳に記載されている管轄社会保険事務所（当

時）の表記について、申立人の年金手帳には「Ｂ」と記載されており、申

立人の住所地とは相違し、行政の事務処理の誤りがあると主張している。 

しかしながら、年金手帳に記載する管轄社会保険事務所名は、国民年金

については、国民年金被保険者の住所地を管轄する社会保険事務所を、厚

生年金保険については、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所を表記

することとされているところ、申立人の住所地を管轄するのは、現在は、

Ｃ年金事務所であるが、申立期間当時のＡ市は、Ｂ社会保険事務所が管轄

していたことから、国民年金被保険者である申立人の年金手帳の管轄社会

保険事務所が「Ｂ」とされていることに不自然さは無い。 

また、申立人は、婚姻により厚生年金保険被保険者（妻）の配偶者とな

ったことにより、強制加入者としての「被保険者でなくなった日」と任意

加入者としての「被保険者となった日」が、昭和 55 年 11 月２日と記載さ

れていることについて、戸籍謄本で確認できる婚姻届出日の同年 11 月＊

日と相違していると主張しているところ、本来、一致すべき年月日に相違

が生じた理由は不明であるが、申立期間の保険料を納付したことをうかが

わせる事情との関連性は認められない。 

このほか、委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない



ことから、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



宮城国民年金 事案 1476 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 60 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 60 年４月から同年９月まで 

国民年金保険料については、母親が家族３人分（母親、姉、私）を納

付していたはずであり、申立期間の国民年金保険料が未納とされている

ことに納得できないので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の国民年金保険料は、申立人の母親が家族３人分を一緒に納付

したとしているところ、その母親の当該期間の保険料も未納となっており、

申立人の申立期間直後の昭和 60 年 10 月から 61 年３月までの保険料は、

63 年１月 25 日に過年度納付されていることが確認できるが、当該納付日

において、申立期間の保険料は、時効により納付することができなかった

ものと考えられ、母親の記録も同様とされている。 

また、Ａ市の国民年金被保険者記録票によると、申立期間の国民年金保

険料は未納と記録されている上、申立人の母親が申立期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1477 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年４月から同年８月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年４月から同年８月まで 

申立期間について、国民年金保険料の未納期間となっているが、学生

であった当時、Ａ市から何度か国民年金への加入及び保険料納入の督促

があり、母が、父の取引金融機関の窓口で、父の口座から預金を引き出

し、申立期間の保険料を含め、何年か分をまとめて納付したと記憶して

いる。私の国民年金被保険者資格の取得日は平成４年＊月＊日となって

おり、同年９月から納付となっているのはおかしいので、調査の上、年

金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ市の国民年金被保険者名簿により、申立人に係る国民年金被保険者資

格取得の処理は平成６年９月 13 日に行われていることが確認できること

から、申立人は、資格取得の処理が行われた時期に国民年金被保険者資格

取得届を行い、20 歳到達日まで遡って、国民年金被保険者資格を取得し

たものと推認できる。 

また、申立人の申立期間当時の国民年金保険料を納付したとする申立人

の母は、納付した時期の記憶は定かでないものの、申立人の父の取引金融

機関の窓口で、父の口座から預金を引き出し、約 20 万円を国民年金保険

料の納付書に添えて納付した覚えがあるとしているところ、申立人の父の

口座の取引明細により、平成６年 10 月 24 日に 18 万円が引き出されてい

ることが確認でき、申立人の母の記憶とおおむね合致したものとなってい

る上、当時納付したとする金額は、オンライン記録により、申立人の国民

年金被保険者資格の取得処理が行われた後、初めて収納記録（平成６年

10 月 25 日）が確認できる４年９月から６年３月までの 19 か月分の過年



度保険料の額（19 万 3,900 円）と近似したものであることが確認できる。 

さらに、申立人の母が、平成４年９月から６年３月までの国民年金保険

料を納付した同年 10 月の時点で、申立期間の保険料は時効により納付で

きないものとなっている。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城国民年金 事案 1479 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成５年 12 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 47 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12 月 

私は、平成５年 12 月末に会社を辞めたが、転職後にＡ市役所から納

付書が送られてきたので、同市役所へ出向き、国民年金保険料を納付し

た。 

申立期間を国民年金保険料の納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、平成５年 12 月末に会社を辞め、転職後にＡ市役所から納付

書が送られてきたと主張するが、申立期間当時、国民年金の加入手続を行

った記憶は無いと述べている。 

また、オンライン記録によれば、申立期間の国民年金被保険者資格の取

得及び喪失の記録は、平成８年８月 13 日に追加されたものであり、その

時点では申立期間の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

さらに、申立人に対して、申立期間の保険料が納付可能な別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59 年５月１日から 62 年３月 23 日まで 

私は、申立期間にＡ株式会社に勤務していたが、給与はＢ株式会社か

ら支給されていた。申立期間について、Ａ株式会社又はＢ株式会社の厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に申立期間当時の給与を支給していたとするＢ株式会社の回答及

び元同僚の証言から、期間を特定することはできないが、申立人は、Ａ株

式会社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ株式会社が厚生年金保険の

適用事業所になったのは平成元年９月１日であり、申立期間に当該事業所

が厚生年金保険の適用事業所であった記録は確認できない。 

一方、申立人は、Ｂ株式会社において、申立期間後の昭和 62 年３月 23

日に厚生年金保険の被保険者資格を取得しているところ、同社では、63

年以前の資料は廃棄しており、子会社であったＡ株式会社に係る一切の書

類も残っていないと回答しているとともに、Ａ株式会社は、平成８年 11

月 30 日に解散していることから、申立人の勤務期間及び厚生年金保険の

加入状況について確認することができない。 

また、Ｂ株式会社において、申立期間に厚生年金保険に加入している複

数の元同僚に照会したが、申立人が厚生年金保険に加入し、厚生年金保険

料が給与から控除されていたことをうかがわせる証言は得られなかった。 

さらに、雇用保険の記録によれば、申立人が申立期間に雇用保険に加入

していた記録は見当たらない上、Ｂ株式会社における雇用保険の資格取得

日は昭和 62 年３月 23 日であり、厚生年金保険の資格取得日と一致してい



る。 

このほか、申立人は、申立期間に国民年金に加入し、昭和 61 年４月分

から 62 年２月分までの国民年金保険料を納付していることが確認できる

上、ほかに申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2497 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年３月 16 日から 18 年２月１日まで 

私は、申立期間にＡ株式会社で勤務していたが、標準報酬月額が実際

の給与よりも低く届出されている。実際の給与は 27 万円から 37 万円だ

ったので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額と実際の給与額との相違について申

し立てているが、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内

であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定し、

記録訂正の要否を判断することとなる。 

申立人から提出された「平成 13 年９月分」との記載がある給与支給明

細書３枚（申立人によれば、平成 13 年９月分から同年 11 月分までの給与

支給明細書）及び平成 15 年 11 月分の給与支給明細書によれば、申立人は、

オンライン記録上の標準報酬月額を超える給与が支給されていたことは確

認できるものの、当該給与支給明細書で確認できる保険料控除額に見合う

標準報酬月額は、オンライン記録上の標準報酬月額と一致している上、申

立人から提出された 11 年分及び 14 年分の給与所得の源泉徴収票で確認で

きる社会保険料額は、オンライン記録上の標準報酬月額に基づいて試算し

た健康保険料、厚生年金保険料及び雇用保険料の合計とおおむね一致して

いる。 



また、申立期間にＡ株式会社において厚生年金保険に加入していた複数

の元同僚に照会したところ、２名が給与支給明細書を所持していたが、申

立人と同様に、給与の額はオンライン記録上の標準報酬月額を超えている

が、保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録上の標準報酬

月額と一致していることから、当該事業所は、社会保険事務所（当時）に

従業員の報酬月額を低く届出し、その届出に基づいた厚生年金保険料を給

与から控除していたことがうかがわれる。 

さらに、Ａ株式会社に照会したが回答は得られず、申立人の申立期間に

おける報酬額及び厚生年金保険料控除額について確認することができなか

った。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2498 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年 10 月 31 日から同年 11 月 30 日まで 

株式会社Ａにおける厚生年金保険の資格喪失日は、平成３年 10 月 31

日となっているが、もう少し長く勤務したと思うので、申立期間を厚生

年金保険の加入期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録において、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険被

保険者資格の喪失処理は、当該事業所が適用事業所に該当しなくなった日

（平成３年 11 月 11 日）より後に遡及して行われていることが確認できる。 

しかし、株式会社Ａは、平成 14 年 12 月に解散しており、当時の申立人

の勤務実態及び厚生年金保険の被保険者期間等についての証言を得ること

ができなかった。 

また、元同僚等に対して照会を行ったが、複数の者が、「自分たちは、

平成３年 11 月 29 日まで勤務したが、申立人についてはそれより少し早く

辞めたと思う。」と証言しているほか、当該事業所における雇用保険の加

入記録は見当たらないなど、申立人の申立期間における勤務状況を確認す

ることができない。 

さらに、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2499 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 43 年４月 20 日から 45 年６月 21 日まで 

私は、昭和 42 年４月から 45 年６月までＡ株式会社に勤務したが、申

立期間の厚生年金保険の記録が無いので、申立期間を厚生年金保険の加

入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及びオンライ

ン記録によると、申立人は、当該事業所において昭和 42 年４月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得し、43 年４月 20 日に同資格を喪失して

いることが確認できるところ、複数の元同僚の証言から判断すると、申立

人が、申立期間も継続して同社に勤務していたことが推認される。 

しかしながら、Ａ株式会社の健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名

簿では、複数の元同僚が、申立人と同様に昭和 43 年４月 20 日に被保険者

資格を喪失しており、当該同僚の中には、「勤務の途中で厚生年金保険の

被保険者資格を喪失した。」と述べている者が複数みられる。 

また、当該事業所における厚生年金保険被保険者期間が申立人と同じで、

被保険者資格喪失後も継続して勤務していたとする元同僚の中には、「入

社２年目（昭和 43 年）から給与体系が変わり、毎月の給料が一定でなく

なったため、厚生年金保険に加入しなくなったと思う。」と述べている者

もみられる。 

さらに、Ａ株式会社は平成 18 年 10 月に解散しており、解散当時の元事

業主及び元事務担当者は、「会社も無く、申立期間当時の事業主も亡くな

っているため詳細は不明であるが、理由も無く厚生年金保険の被保険者資

格を喪失させたとは考えられない。」と述べており、申立人の厚生年金保



険の加入状況が記録と異なることをうかがわせる証言は得られなかった。 

加えて、Ａ株式会社の解散当時の元事業主から提出された申立人に係る

厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書及び同資格喪失確認通知書によ

ると、申立人は、昭和 43 年４月 20 日に被保険者資格を喪失したこととさ

れており、この記録は、健康保険厚生年金保険事業所別被保険者名簿及び

オンライン記録と一致している。 

このほか、申立人が申立期間に厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2500 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 35 年生 

住    所 ：   

          

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 20 年３月 23 日から同年８月１日まで 

私は、平成 20 年３月から 22 年９月までの期間、株式会社Ａに勤務し

た。しかし、厚生年金保険の加入は 22 年３月１日からとなっていたた

め、年金事務所に被保険者資格確認請求を行ったところ、同社での厚生

年金保険の被保険者資格の取得日は、20 年３月 23 日であることが認め

られたが、申立期間は、厚生年金保険法第 75 条に該当し、厚生年金保

険の給付対象期間にならないとされていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の株式会社Ａにおける厚生年金保険被

保険者資格取得日は、当初、平成 22 年３月１日と記録されていたものが、

申立人からの被保険者資格確認請求によって、23 年２月４日付けで 20 年

３月 23 日に訂正されているものの、申立期間は、保険料を徴収する権利

が時効により消滅していることから、厚生年金保険法第 75 条の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間にはならないとされていると

ころ、申立人は、申立期間を厚生年金保険の給付対象期間としてほしいと

申し立てている。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律（以下「特例法」という。）に基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が被保険者の負担すべき厚生年金保険料を控除した

事実がある場合等とされているところ、平成 20 年３月から 22 年２月まで

の期間については、申立人が厚生年金保険に加入していないものとして処

理されていたため、当該事業所の事業主は、厚生年金保険料を給与から控

除していない旨回答している上、当該事業所が社会保険の事務を委託して



いた社会保険労務士から提出された賃金台帳によると、申立期間に係る給

与からは厚生年金保険料が控除されていないことが確認できること、及び

別途申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認できる事

情も見当たらないことから、特例法に定める記録訂正の要件に該当せず、

同法によるあっせんの対象とはならない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2501 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 45 年５月頃から 50 年 12 月頃まで 

私は、昭和 45 年５月頃から 50 年 12 月頃までの期間、有限会社Ａに

勤務したが厚生年金保険の加入記録が無い。 

厚生年金保険料を控除されていたと思うので、申立期間について、厚

生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務したとする有限会社Ａは、オンライン記録において、厚生

年金保険の適用事業所となった記録は確認できない。 

また、オンライン記録において申立人が記憶している事業主及び同僚を

特定することができない上、申立人の雇用保険の加入記録も見当たらない

ことから、当該事業所における勤務状況等を確認することができない。 

さらに、申立人の当時の夫が勤務していた事業所に係る健康保険厚生年

金保険被保険者原票により、申立人は、申立期間当時、被扶養配偶者とな

っていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2502 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 15 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39 年４月１日から 40 年１月 18 日まで 

             ② 昭和 41 年１月 15 日から同年４月１日まで 

私は、昭和 39 年４月１日から 41 年３月 31 日までの期間、Ａ株式会

社に勤務していた。しかし、厚生年金保険の加入が 40 年１月 18 日から

41 年１月 15 日までとなっているので、申立期間を厚生年金保険の加入

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社において、申立人と同様に昭和 40 年１月 18 日に厚生年金保

険被保険者資格を取得している同僚の証言から、勤務期間の特定はできな

いが、申立人が当該事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、申立期間①について、申立人は、昭和 38 年 10 月頃に株式会社

Ｂを退職し、39 年４月からＡ株式会社に勤務したとしているところ、株

式会社Ｂに係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及びオンライン記録に

よると、同社における被保険者資格の喪失日は同年５月 21 日であること

が確認できる上、申立人は、同社を退職後、１か月の待機期間を経て、失

業保険金を７か月から８か月間受給したとしている。 

また、申立人は、先に入社した同僚を記憶しているところ、当該同僚の

当該事業所における厚生年金保険の被保険者資格取得日は、昭和 39 年９

月１日であることが確認できること、申立人と職務内容が同じであった複

数の同僚は、勤務していたとする期間と記録上の被保険者期間がほぼ一致

していると回答していることなどを併せて考えると、申立人が 40 年１月

18 日以前から、当該事業所に勤務していたと合理的に判断する根拠が乏

しいものと考えられる。 



さらに、Ａ株式会社及び当該事業所の一部の部門の売却先であるＣ株式

会社は、申立期間当時の社会保険関係資料は保存していないとしているこ

とから、申立人の申立期間①及び②における勤務実態及び厚生年金保険の

加入状況等を確認することができない。 

加えて、Ａ株式会社において、申立人と同様に昭和 40 年１月 18 日に厚

生年金保険被保険者資格を取得している者７人、及び申立人が記憶してい

る同僚のうち、所在が判明した３人に照会したものの、申立人の勤務期間

を特定できる証言及び申立人が申立期間①及び②に厚生年金保険に加入し

ていたことをうかがわせる証言は得られなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2503 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年８月１日から 35 年５月１日まで 

② 昭和 35 年８月１日から 36 年８月１日まで 

③ 昭和 38 年７月１日から 40 年７月１日まで 

④ 昭和 41 年７月１日から 42 年８月１日まで 

⑤ 昭和 43 年７月１日から同年８月１日まで 

⑥ 昭和 44 年７月１日から同年 11 月１日まで 

⑦ 昭和 45 年７月１日から同年８月１日まで 

⑧ 昭和 46 年７月１日から同年８月１日まで 

⑨ 昭和 47 年７月１日から同年８月１日まで 

⑩ 昭和 48 年７月１日から同年 11 月１日まで 

⑪ 昭和 49 年７月１日から同年８月１日まで 

⑫ 昭和 50 年７月１日から 51 年８月１日まで 

⑬ 昭和 51 年 10 月１日から 53 年８月１日まで 

⑭ 昭和 54 年７月１日から 55 年 10 月１日まで 

⑮ 昭和 56 年７月１日から 57 年８月１日まで 

⑯ 昭和 58 年７月１日から 59 年７月１日まで 

⑰ 昭和 61 年７月 11 日から 63 年７月 11 日まで 

申立期間①及び②は、Ａ事業所Ｂ営業所に所長代理として勤務、申立

期間③は同社Ｃ営業所長として勤務、申立期間④から⑯までは組織改革

により本社所属となった時期で、いずれの期間も年金記録上の標準報酬

月額が当時支払われた給与月額と相違している。 

また、申立期間⑰は、Ｄ株式会社に勤務した期間で、当時の標準報酬

月額は 15 万円と記憶している。 



これらの申立期間の標準報酬月額について調査願いたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、支払を受けた報酬の月額と年金記録上の標準報酬月額との

差について主張しているが、厚生年金保険法では、標準報酬月額は、被

保険者の報酬月額に基づき等級区分に応じて定めることとされており、

等級区分には上限が設けられていることから、実際の報酬月額が最高等

級に係る標準報酬月額に見合う報酬月額を上回る場合には、支給された

報酬の月額と年金記録上の標準報酬月額には隔たりが生じ得ることとな

る。 

 申立期間①について、申立人は、当該期間を通じて給与は２万 4,000

円ぐらいであったとしているが、オンライン記録上の申立人の昭和 35

年３月及び同年４月の標準報酬月額１万 8,000 円は、当時の標準報酬月

額等級において最高等級の金額であることが確認できる。 

 また、申立期間①及び②について、申立人は、当該期間当時の給与は

右肩上がりで下がることは無かったとしているところ、Ａ事業所Ｂ営業

所において厚生年金保険被保険者の記録がある者 454 人のうち、当該期

間に被保険者資格を取得している男性の被保険者は 12 人確認でき、そ

の標準報酬月額の推移を確認した結果、加入期間が１年以上継続してい

る者３人のうち２人について、標準報酬月額が下がっている時期が認め

られ、その時期は、昭和 34 年 10 月１日の定時決定時（１人）と 35 年

８月１日の随時改定時（１人）で、いずれも申立人の標準報酬月額が下

がった時期と一致している。 

さらに、Ａ事業所Ｂ営業所における申立人の標準報酬月額の変更時期

と金額について、健康保険厚生年金保険被保険者名簿とオンライン記録

とを照合したところ、記載内容は一致している。 

加えて、申立期間①及び②当時、Ａ事業所Ｂ営業所において厚生年金

保険被保険者の記録がある男性の被保険者 12 人のうち、連絡先の判明

した者３人に照会したところ、全員から回答があったが、標準報酬月額

について回答のあった２人は、当時の給与と比べて正しいかどうかは分

からないと回答し、ほかの１人は無回答であることから、申立てを確認

できる証言は得られなかった。 

２ 申立期間③について、オンライン記録上の申立人の昭和 38 年７月か

ら 40 年４月までの標準報酬月額３万 6,000 円は、当時の標準報酬月額

等級において最高等級の金額であることが確認できる。 

また、Ａ事業所Ｃ営業所において厚生年金保険被保険者の記録がある

者 257 人のうち、申立人の資格喪失日までに被保険者資格を取得してい

る男性の被保険者は７人確認でき、連絡先の判明した者２人に照会した



ところ、いずれも標準報酬月額についてはおおむね正しい額であると回

答している。 

３ 申立期間④から⑯までについて、オンライン記録上の申立人の申立期

間⑥（昭和 44 年７月から同年 10 月まで）の標準報酬月額６万円、申立

期間⑩の一部（昭和 48 年８月から同年 10 月まで）の標準報酬月額 13

万 4,000 円、申立期間⑫（昭和 50 年７月から 51 年７月まで）の標準報

酬月額 20 万円、申立期間⑭（昭和 54 年７月から 55 年９月まで）の標

準報酬月額 32 万円、及び申立期間⑯（昭和 58 年７月から 59 年６月ま

で）の標準報酬月額 41 万円は、いずれも当時の標準報酬月額等級にお

いて最高等級の金額であることが確認できる。 

また、Ａ事業所本社において厚生年金保険被保険者の記録が確認でき

る者のうち、申立人と同年代で、申立期間④から⑯までの間に被保険者

資格を有している男性のうち、当時の給与明細書の提供があった者１人

について、当該明細書（昭和 41 年４月、42 年 10 月、同年 11 月、51 年

５月及び 60 年６月の５か月分）とオンライン記録の標準報酬月額とを

照合したところ、全ての給与明細書で確認できる報酬月額及び厚生年金

保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額

と一致している。 

さらに、申立人がＡ事業所本社に勤務した期間に係る標準報酬月額の

変更時期と金額について、健康保険厚生年金保険被保険者名簿とオンラ

イン記録とを照合したところ、記載内容は一致している。 

加えて、Ａ事業所本社において厚生年金保険被保険者の記録がある者

のうち、申立人と同年代で申立期間④から⑯までの間に被保険者資格を

有している男性を抽出したところ、35 人確認でき、そのうち、連絡先

の判明した者６人に照会した結果、４人から回答があり、給与明細書を

所持しているとする２人は、標準報酬月額についておおむね正しいと回

答している。 

また、Ａ事業所は清算されているため、当時の厚生年金保険料の控除

の実態は把握できず、同社の業務を承継したＥ株式会社ではＡ事業所の

従業員は承継しておらず、同社社員の関連資料等は無いと回答している。 

さらに、Ｅ株式会社の健康保険組合ではＡ事業所の健康保険組合の業

務は引き継いでいないと回答している。 

４ 申立期間⑰について、Ｄ株式会社の業務を承継したＦ株式会社に申立

期間⑰当時の資料は保存されておらず、Ｄ株式会社の健康保険組合の業

務を引き継いだＦ株式会社の健康保険組合に照会したが、申立人に係る

当時の資料は保存されていないと回答している。 

また、申立人がＤ株式会社において厚生年金保険被保険者資格を取得

する１年前から資格喪失日までの間に被保険者資格を取得している者



946 人のうち、申立人と年齢の近い者は 10 人確認でき、連絡先が判明

している３人に照会したところ、１人から回答があり、当時の標準報酬

月額は、おおむね正しい額であるとしている。 

さらに、申立人のＤ株式会社に係る標準報酬月額の変更時期と金額に

ついて、健康保険厚生年金保険被保険者名簿とオンライン記録とを照合

したところ、記載内容は一致している。 

加えて、オンライン記録を確認したところ、申立人のＤ株式会社にお

ける申立期間⑰について標準報酬月額が遡及して訂正された記録は認め

られない。 

このほか、全ての申立期間において、申立人が主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、全ての申立期間について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めるこ

とはできない。 



宮城厚生年金 事案 2504 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、厚生年金保険被保険者として厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできず、申

立期間②について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 昭和 28 年３月１日から同年８月 28 日まで 

             ② 昭和 28 年９月１日から同年 12 月 20 日まで 

申立期間①は、Ａ市Ｂ地区付近に所在したＣ事業所に勤務した期間で、

給与から厚生年金保険料が控除されていたと思うので、調査してほしい。 

申立期間②は、Ｄ市のＥ氏が所有する「船舶Ｆ」で漁に従事した期間

で、給与から船員保険料が控除されていたと思うので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立てに係るＣ事業所に関して、合資会社Ｇの元

事業主は、通称で「Ｃ事業所」と呼称されていたとしているところ、オン

ライン記録によると、合資会社Ｇは、昭和 29 年 10 月１日に厚生年金保険

の適用事業所となっており、申立期間①当時は適用事業所ではないことが

確認できる。 

また、商業法人登記簿によると、合資会社Ｇは、平成 18 年３月８日に

清算結了しており、元事業主は、申立期間①当時の事業主は既に亡くなっ

ており、関係資料は無いとしていることから、申立人の雇用期間、厚生年

金保険料の控除等を確認することができない。 

さらに、合資会社Ｇに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、

当該事業所が適用事業所となった昭和 29 年 10 月１日に被保険者資格を取

得している者のうち、所在が確認できた１人からは回答が得られず、当時

の状況について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料を事業主により



給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間②について、申立てに係る「船舶Ｆ」の船舶所有者Ｅ氏は、所

在が確認できないことから、申立人の雇入期間、船員保険料の控除等を確

認することができない。 

また、船舶所有者Ｅ氏に係る船員保険被保険者名簿において、申立期間

②当時に被保険者資格を取得している者のうち、船舶Ｆに乗船したと回答

のあった１人は申立人を知らないとしており、申立人が船員保険に加入し

ていたことをうかがわせる証言は得られない。 

さらに、申立期間②当時の船舶所有者Ｅ氏に係る船員保険被保険者名簿

に、申立人の氏名は見当たらず、「被保険者証記号番号」は連番で欠番は

無い。 

このほか、申立人の申立期間②における船員保険料を事業主により給与

から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間②に係る船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2505 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 14 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31 年 12 月６日から 32 年３月４日まで 

申立期間について、船舶所有者Ａ氏所有の「船舶Ｂ」に、通信長のＣ

氏が乗船しない期間、私が通信士として乗船したが、船員保険被保険者

期間として確認できないと年金事務所から回答があった。 

船員手帳に記載されているとおり乗船しており、通信士は必ず船に常

置しておかなければならない職種なので、通信長の代わりに乗船した申

立期間を調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する船員手帳により、申立人は、申立てに係る船舶に通信

士として乗っていたことが推認できる。 

しかし、船舶所有者Ａ氏は、既に亡くなっており、その家族も当時の資

料等は保管していないことから、申立人の船員保険料の控除等について確

認することができない。 

また、船員手帳に記載されている船長は、オンライン記録において特定

することができず、所在が確認できないことから、申立期間当時の状況に

ついて確認することができない。 

さらに、船舶所有者Ａ氏における船員保険被保険者名簿において、申立

期間当時に被保険者資格を取得している者のうち、「船舶Ｂ」に乗船した

と回答のあった４人は、いずれも申立人を知らないとしており、申立人が

船員保険に加入していたことをうかがわせる証言は得られない。 

加えて、申立期間当時において、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法

に基づく労働契約の公認制度であり、船員保険の加入が雇入れの必須条件

とはなっておらず、船員手帳の雇入期間と船員保険の加入期間は必ずしも



一致するものではなかった。 

このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2508 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年４月１日から 40 年７月１日まで 

結婚を契機に退職したが、脱退手当金については、制度を知らなかっ

たので請求手続を行った記憶は無い。 

    申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社（現在は、Ｂ株式会社）に係る申立人の健康保険厚生年金保

険被保険者原票には、脱退手当金の請求があったことを示す「○脱 40．10．

１」の記載があるとともに、資格喪失日から約４か月後の昭和 40 年 11 月

２日に脱退手当金が支給決定され、その支給額に計算上の誤りは無いなど、

一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票の前後 100 人の被保

険者原票の中で、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日の前後２年間

に資格喪失し、申立人以外に脱退手当金の受給要件を満たす女性 59 人に

ついて調査したところ、31 人に脱退手当金の支給記録があり、このうち

27 人について資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなさ

れている上、脱退手当金の支給記録のある同僚４人に照会した結果、３人

が「退職時に会社から脱退手当金について説明があった。」とし、うち２

人が「会社が脱退手当金の請求を行った。」と回答していることから、事

業主による代理請求がなされていたことが推認され、申立人についてもそ

の委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性があるものと考え

られる。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手

当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情などを総合的に判断すると、申立人は、

申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2509 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52 年春頃から 55 年３月頃まで 

申立期間について、Ａ株式会社が経営する、350 名ぐらいの女性従業

員がいた店舗で働いており、当時給料は 40 万円ぐらいだった。 

また、申立期間について、株式会社Ｂでは車で各地に出向き訪問販売

をしていた。 

どちらの事業所でも毎月給料から厚生年金保険料が控除されていたの

で、申立期間を厚生年金保険の加入期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ株式会社について、申立人は、同僚の氏名を覚えていないとしている

ため、同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票から、申立期間当時

厚生年金保険の被保険者となっている女性 19 名に照会したものの、申立

人を知っていると回答した者はいなかった上、申立人と同じ職種で働いた

とする者もおらず、申立人の勤務実態等について証言を得ることができな

い。 

また、Ａ株式会社は、店舗は既に閉店したため、資料等は残っていない

としており、申立人の勤務実態等を確認することができない。 

株式会社Ｂ（現在は、株式会社Ｃ）について、同社は、申立期間当時Ｅ

支店を設置していたとしているものの、当時の資料は残っていないとして

おり、申立人の勤務実態等について確認することができない。 

また、当該事業所は、「当時、訪問販売の販売員は出入りが激しく大勢

いたので、厚生年金保険には加入させていなかったと思う。」と述べてい

る。 

さらに、申立人が同僚として挙げた者は、当該事業所に係る記録に見当



たらない上、当該事業所の事業所別被保険者名簿から、申立期間当時厚生

年金保険の被保険者となっている 13 名に照会したところ、１名から申立

人を知っていると回答があったが、その者は申立人が当該事業所に長く勤

務した記憶は無いとしている。 

加えて、申立期間について、雇用保険の加入記録が確認できない上、ほ

かに申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2510 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35 年５月１日から同年 11 月３日まで 

厚生年金保険加入記録について照会したところ、Ａ事業所（現在は、

Ｂ事業所）に勤務した時の加入記録が無かった。 

勤務した時の辞令を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が発行した辞令書及び雇用期間満了通知書により、申立人は、

昭和 35 年５月１日から同年 11 月３日まで当該事業所に勤務していたこと

が確認できる。 

しかし、Ａ事業所を管轄するＣ事業所は、申立人に係る厚生年金保険の

適用については、国の通達に基づき取り扱われていたと考えられると回答

しているところ、当該通達によると、臨時職員については、雇用区分、職

種及び就業場所に応じて、「強制適用の取扱に属する者」と「任意包括適

用の取扱に属する者」とに区別されており、適用事業所の適用単位につい

ては、両者の別にそれぞれ一事業所として取り扱うとされている。したが

って、申立人が勤務したＡ事業所についても、強制適用として取り扱われ

る適用事業所と、任意包括適用として取り扱われる適用事業所が存在し得

たこととなるところ、オンライン記録によると、申立期間当時、「Ａ事業

所（事業所記号番号Ｄ）」と「Ａ事業所（事業所記号番号Ｅ）」の二つの

適用事業所があったことが確認できる。 

「Ａ事業所（事業所記号番号Ｄ）」には、厚生年金保険の被保険者資格

を取得している者が確認できるところ、当該事業所の被保険者名簿の事業

所名称欄には、「Ａ事業所（事務）」と記載されており、事務関係職員等



の「強制適用の取扱に属する者」を対象としたことがうかがえる。 

一方、「Ａ事業所（事業所記号番号Ｅ）」には、健康保険のみ被保険者

資格を取得している者が確認できるものの、厚生年金保険の被保険者資格

を取得している者は確認できない。 

健康保険法及び厚生年金保険法では、強制適用とならない事業所が任意

包括適用の認可を受けようとする場合には、事業所に使用される者の二分

の一以上の同意を得る必要がある旨が規定されているところ、Ｃ事業所は、

「Ａ事業所を所管していたＦ事業所の記念誌に、昭和 30 年代の任意包括

適用について、『厚生年金保険の加入希望者はほとんどゼロだった。』と

記載されている。」としていることから、申立期間当時のＡ事業所では、

上記通達の「任意包括適用の取扱に属する者」に該当する者について、健

康保険に関しては、作業員の二分の一以上の同意が得られて適用事業所と

なったものの、厚生年金保険に関しては、作業員の二分の一以上の同意が

得られず、適用事業所とはならなかったため、「Ａ事業所（事業所記号番

号Ｅ）」は、健康保険のみの任意包括適用を受けていたものと考えられる。 

したがって、申立人から提出された辞令書に記載された雇用区分、職種

及び就業場所から判断すると、申立人は、「任意包括適用の取扱に属する

者」に該当していたものと考えられることから、「Ａ事業所（事業所記号

番号Ｅ）」において健康保険については被保険者資格を取得していた可能

性はあるが、厚生年金保険については被保険者とならなかったものと考え

られる。 

また、申立人が同時期にＡ事業所で勤務したとして氏名を挙げている同

僚についても、当該事業所において厚生年金保険の被保険者資格を取得し

ていた記録を確認できない。 

さらに、Ｃ事業所は、申立期間当時の賃金台帳等の資料を保管しておら

ず、ほかに申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2511 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 25 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 48 年４月１日から 52 年１月 29 日まで 

年金記録を確認したところ、株式会社Ａに勤務していた昭和 48 年４

月１日から 52 年１月 29 日までの標準報酬月額が実際の給与額より著し

く低い額になっていた。国の記録は、当時の給与と比較して６等級から

７等級の違いがあり、給与の実態から大きくかけ離れたものとなってい

るので、標準報酬月額を正しく訂正してもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、株式会社Ａに勤務していた期間の標準報酬月額が給与の実態

と大きく乖離
か い り

していると申し立てているところ、申立人は、当該事業所か

ら支給されたものとして、昭和 51 年８月、同年 10 月から同年 12 月まで

の計４か月分の給与明細書、１回分の賞与明細書及び昭和 52 年度給与支

払報告書を提出している。 

そこで、申立人の提出した４か月分の給与明細書を確認したところ、給

与の総支給額は、オンライン記録の標準報酬月額を上回っていることが確

認できるが、給与から控除された厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、

オンライン記録の標準報酬月額を下回っている。 

また、申立人から提出された上記４か月分の給与明細書及び昭和 52 年

度給与支払報告書から、賞与の支給を考慮して、昭和 51 年における給与

明細書が無い８か月の給与支給額を推定したところ、オンライン記録の標

準報酬月額の 16 万円と比較して大幅に乖離
か い り

しているとは言えず、同年 10

月の定時決定が不合理なものとは認められない。 

さらに、株式会社Ａから提出された申立人に係る「厚生年金保険被保険



者資格取得および標準報酬決定通知書」及び「厚生年金保険被保険者資格

喪失確認通知書」によると、申立人の標準報酬月額は、資格取得時は６万

円、資格喪失時は 16 万円となっており、オンライン記録と一致している。 

加えて、株式会社Ａは、申立期間当時の賃金台帳等の給与に関する資料

を保管しておらず、申立期間のうち、昭和 48 年４月から 50 年 12 月まで

の期間については、給与支給額及び厚生年金保険料控除額が確認できない。 

このほか、申立期間において、申立人の主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 22 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 12 年４月１日から 13 年８月 31 日まで 

私は、有限会社Ａの代表取締役として、社会保険事務所（当時）への

届出等についても自分で行っていた。 

資料は処分してしまっているが、記憶している申立期間の標準報酬月

額は、36 万円から 40 万円であり、現在記録されている標準報酬月額 15

万円で届出をした覚えは無いので、申立期間の標準報酬月額を訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人の標準報酬月額は、平成 12 年４月１

日に 36 万円（第 22 等級）から 15 万円（第９等級）へ 13 等級分の減額改

定が行われているとともに、当該減額改定に係る処理は、同改定から約５

か月後の 12 年９月１日に行われていることが確認できるほか、申立人は、

当該減額改定は、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった

13 年８月 31 日以降に遡って行われたものであると主張している。 

しかし、ⅰ）上記減額改定後の平成 12 年 10 月の定時決定についても

15 万円で決定されていること、ⅱ）当該減額改定の処理日の記録は、入

力時に自動的に記録されるものであることから、誤って記録されたものと

は考え難いことなどを考慮すると、当該減額改定が申立人の主張のとおり、

適用事業所ではなくなった後になされたものとは認められない。 

当委員会では、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、厚生年金保険料を控除した事実があるにもかかわらず、

年金記録に反映されていない等の場合の記録訂正の要否についても判断す

ることとしているが、同法第１条第１項ただし書では、特例対象者（申立



人）が、当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないこ

とを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合については、記録

訂正の対象とすることはできない旨規定されている。 

申立人は、当該事業所の代表取締役であり、社会保険関係事務も自身が

行っていたとしており、同法第１条第１項ただし書に該当すると認められ

ることから、申立期間については、同法に基づく記録訂正の対象とするこ

とはできない。 

 



宮城厚生年金 事案 2514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年５月 30 日から同年９月 13 日まで 

私は、通信士として昭和 27 年３月 15 日から同年９月 13 日まで「船

舶Ａ」に乗船していたが、年金記録には同年５月 30 日に船員保険の被

保険者資格を喪失したこととされている。 

船員手帳には昭和 27 年９月 13 日に雇止めとなっているので、申立期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する船員手帳の雇入れ及び雇止めの記載により、申立人が

申立期間について船舶Ａに乗船したことは推認できる。 

しかし、船員手帳の雇入契約の記載は、船員法において海上労働の特殊

性を考慮し労働者保護の実効性を期すため、船員が船舶に乗り込む前に行

政庁があらかじめ船員手帳に記載された労働条件の適法性等を確認するた

めに設けているものであり、船員手帳に記載されている雇入期間は必ずし

も船員保険の加入期間と一致するものではない。 

また、申立人に係る船員保険被保険者台帳及び当該船舶の船員保険被保

険者名簿は、オンライン記録と一致している。 

さらに、申立人から聴取しても一緒に乗船していた同僚を特定すること

ができないため、これら同僚から申立人の勤務実態等を確認できる証言を

得ることができない。 

加えて、当該船舶の船員保険被保険者名簿において、申立期間に被保険

者であった 13 名のうち住所が判明したのは１名であるところ、その者は

「申立人を知らない。」と述べており、申立人が申立期間に船員保険に加

入していたことをうかがわせる証言は得られなかった。 



このほか、申立人の申立期間における船員保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が船員保険被保険者として申立期間に係る船員保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年４月１日から 43 年４月１日まで 

年金記録を確認したところ、昭和 42 年４月１日から 43 年４月１日ま

での厚生年金保険の記録が無い。 

私は、昭和 37 年９月から 42 年３月までＡ事業所に臨時職員として勤

務し、同年４月から 44 年 12 月まではＢ事業所に団体職員として勤務し

ていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人が昭和 42 年４月１日から勤務したと

するＢ事業所が厚生年金保険の適用事業所になったのは、43 年４月１日

であり、申立期間は適用事業所ではなかったことが確認できる。 

また、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票によると、申立

人は、Ａ事業所において昭和 42 年４月１日に資格を喪失し、Ｂ事業所に

おいて 43 年４月１日に資格を取得していることが確認でき、オンライン

記録と一致している。 

さらに、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 43 年４

月１日に被保険者資格を取得している者（１名）に、申立人の勤務実態等

について照会したところ、その者は、「私は昭和 43 年４月１日から勤務

した。申立人のことは知っている。」と回答しているものの、申立人が申

立期間に厚生年金保険料を控除されていたことをうかがわせる証言は得ら

れなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら



ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 20 年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 36 年８月１日から 43 年８月 11 日まで 

申立期間は、Ａ合名会社に勤務し厚生年金保険に加入していたが、国

の記録では当該期間は脱退手当金を受給したことにより厚生年金保険の

被保険者期間でなかったことになっている。 

当該事業所の退職後に脱退手当金を受け取った記憶は無いので、申立

期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票には脱退手当金の支給

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約６か月後の昭和 44 年２月 18 日に支給決

定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿によれば、申立人の手帳記号番号は

昭和 44 年１月８日に払い出されており、この時期に国民年金の加入手続

を行ったものと考えられるが、この時点で国民年金保険料の徴収権の時効

が経過し納付することができない 40 年 12 月から 41 年９月までの保険料

も納付済みとなっていることから、45 年７月以降に実施された特例納付

により当該期間の保険料を納付したものと推認される。特例納付による保

険料の納付済期間は、申立期間と重複しているが、特例納付が行われたの

は脱退手当金の支給決定後であり、特例納付を行った時点で申立期間を厚

生年金保険の被保険者期間ではないとの前提で特例納付をした可能性があ

る。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



宮城厚生年金 事案 2519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和 21 年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年２月 26 日から 46 年 10 月１日まで 

日本年金機構から届いたはがきにより、申立期間は脱退手当金が支給

された記録となっていたことを初めて知った。 

しかし、私は、退職後に結婚し、転居したので、会社からの連絡も無

く、脱退手当金を受け取ったとされる時期は出産前だったこともあり、

脱退手当金の手続や受取に出掛けられる状態ではなかったので、脱退手

当金を受け取っていないと認識している。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の健康保険厚生年金保険被保険者原票には、脱退手当金の支給を

意味する「脱 47.７.27」の表示が記載されているとともに、申立期間の

脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自

然さはうかがえない。 

また、申立人は、昭和 46 年 11 月に結婚し、姓を変更しているところ、

厚生年金保険被保険者記号番号払出簿の申立人の氏名も旧姓から新姓に氏

名変更されており、当該払出簿の備考欄には、上記被保険者原票にある

「脱」表示の日付と同じ「47.７.27」の記載が確認できる上、申立期間の

脱退手当金が同年９月１日に支給決定されていることを踏まえると、脱退

手当金の請求に併せて氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

さらに、申立人から聴取しても申立期間の脱退手当金を受給した記憶が

無いというほかに、申立期間の脱退手当金を受給していないことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


